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 ○ 所管事項の報告について 

１ 八戸市総合計画策定委員会の開催について 

２ 第７次八戸市行財政改革大綱の総括について 

３ 第２期八戸市デジタル推進計画（原案）について 

４ 教職員による児童生徒の撮影及び画像・映像データ等の取扱いについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時 令和７年 10 月 21 日(火) 

   午前 10 時 

場所 第一委員会室 



八戸市総合計画策定委員会の開催について 

 

次期八戸市総合計画の策定について、有識者等で構成する「八戸市総合計画策定委員

会」を開催しましたので、その概要を報告いたします。 

 

 

１．策定委員会について 

（１）職務（八戸市総合計画策定委員会規則第２条） 

委員会は、総合計画の策定に関し必要な事項について審査及び検討をし、市長

に対して総合計画の案を提出するものとする。 

 

（２）委員 

      ２８名（別紙のとおり） 

 

２．第１回策定委員会の概要 

（１）日時・場所 

令和７年 10月９日（木）に八戸グランドホテルで開催 

 

（２）主な審議内容及び審議結果 

①次期八戸市総合計画の策定コンセプトについて 

 基本構想は、10 年程度先の当市の将来都市像実現を目指すために掲げる計

画の要となる部分であり、市民との共有を図るため、わかりやすく表現する。 

 基本計画は、時代の変化に適時適切に対応するため、柔軟性かつ機動性を

確保できるものとする。 

 実施計画相当として取り扱う未来共創推進戦略は、中期的な方向性を見据え

つつ、毎年度発生する喫緊の課題等への対応を踏まえた内容とする。 

 進捗管理は、各課が策定する個別計画の指標との整合性を持たせるほか、市

民意識調査等の結果を活用するなど、わかりやすい進捗管理を図る。 
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②次期八戸市総合計画の構造と計画期間について 

市の将来ビジョンを示す基本構想は長期的な計画期間を設け、時代の変化によ

る影響を受けやすい基本計画は、機動的に見直しすることができるものとするとと

もに現行の計画期間より短縮するもの。 

  また、これまで総合計画の補完的な役割として未来共創推進戦略を取り扱ってき

たが、総合計画と未来共創推進戦略を一体的に管理し、同戦略を基本計画部分と

連動させていくもの。 

 

構   造 【基本構想】＋【基本計画＋未来共創推進戦略】 

基本構想 令和９年度から令和 16年度（８年間） 

基本計画 （前期） 令和９年度から令和 12年度（４年間） 

（後期） 令和 13年度から令和 16年度（４年間） 

※機動的な見直しができるものとするため、大きな社会構造の変化

が発生した場合には、４年に限らず変更できることとする。 

備    考 機動的に見直しができるものとすることから、それを実現するため

に、どのような内容構成の基本計画とするか、その方針については

第２回策定委員会の審議事項とする。 

 

③次期八戸市総合計画策定に係る市民参画について 

・策定委員会委員の公募 

・市民アンケート 

・市民ワークショップ 

・多様な市民参画への取組（「八戸のうわさ」プロジェクト、フォトコンテスト） 

・各種団体・専門家等との意見交換（グループヒアリング） 

・市議会からの意見聴取 

・パブリックコメント 

 

３．今年度の開催日程（予定） 

   令和８年１月１６日（金）に八戸グランドホテルで開催予定 



 

八戸市総合計画策定委員会 委員名簿 

 

※敬称略。所属等は委員委嘱時（10 月 9日）のもの 

 氏名 所属等 

１ アンジェリカ・ワン 八戸市多文化共生審議会 委員 

2 今 川  和 佳 子 はちのへ文化のまちづくりアドバイザリーボード 委員 

3 岡 本  信 也 八戸商工会議所青年部 会長 

4 奥 寺  良 之 八戸市医師会 会長 

5 小 澤  直 子 八戸市教育委員 

6 金 入  健 雄 八戸市まちの魅力創生ネットワーク会議 会長 

7 川 上  敦 史 高館地区連合町内会 会長 

8 木 村  照 男 八戸農業協同組合 代表理事専務 

９ 栗 林  志 音 公募 

１０ 小 藤  一 樹 八戸市都市計画審議会 会長 

1１ 嵯 峨  弘 章 三八地区高等学校長協会 会長 

１２ 坂 本  俊 也 八戸青年会議所 顧問 

１３ 佐 々 木  伸 夫 VISIT はちのへ 理事長 

1４ 重  浩 一 郎 八戸工業高等専門学校 准教授 

1５ 接 待  健 一 八戸港振興協会 常任理事 

1６ 高 野  英 夫 青森県畜産・飼料コンビナート振興協会 副会長 

１７ 高 橋  学 岩手県北自動車㈱南部支社 支社長 

1８ 塚 尾  沙 貴 公募 

1９ 堤  静 子 八戸市総合計画等推進市民委員会 委員長 

２０ 田 頭  初 美 八戸市こども・子育て会議 委員 

２１ 中 村  一 明 連合青森三八地域協議会 議長 

２２ 広 瀬  知 明 八戸商工会議所 副会頭 

２３ 町 田  直 子 NPO法人ACTY 理事長 

2４ 間 山  路 代 社会福祉法人八戸市社会福祉協議会 事務局長 

2５ 南  將 人 八戸工業高等専門学校 教授 

２６ 目 澤  伸 一 八戸市スポーツ推進委員協議会 会長 

2７ 山 道  典 子 公募 

2８ 類 家  徳 久 商店街振興組合三日町三栄会 理事長 

 

総務協議会資料（別紙） 
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総合政策部 政策推進課 
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第７次八戸市行財政改革大綱の総括について 

 

１ 第７次八戸市行財政改革大綱の概要 

（１）基本理念 質の高い行政サービスの提供と持続可能な地域社会の形成 

（２）推進期間 令和２年度から令和６年度までの５年間 

（３）注目指標 行財政改革に取り組む上で注目すべき３つの指標を設定。 

 ①職員数 ②基金残高 ③財政健全化指標 

（４）体  系 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

（５）改革４本柱及び推進項目別の取組数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※再掲を除いた実取組数は 101 件。 

 

 

 

アクションプログラム 

・個別具体的な各種取組を掲載。 

・課単位での業務改善を実施。 

・年度ごとに進行管理を行い、 

計画を見直し。 

改革の柱１ 職員能力の向上と組織運営の強化

   
改革の柱２ 市民サービスの向上 

総 務 協 議 会 資 料 

令和７年 10 月 21 日 

総 務 部 行 政 管 理 課 

第７次八戸市行財政改革大綱 

改革の柱３ 業務の効率化・適正化 

 

改革の柱 推進項目 令和６年度取組数 
〔（）内は再掲の取組数〕 

柱１ 

職員能力の向上と 

組織運営の強化 

(1) 職員の能力向上 7    

16(2) 

112(11) 

(2) 組織力の向上 6(1) 

(3) 働きやすい環境の整備 3(1) 

柱２ 

市民サービスの向上 

(1) 市民の利便性の向上 13    

24    

(2) ICT を活用したサービスの向上 6    

(3) 市民等との協働の推進 5    

柱３ 

業務の効率化・適正化 

(1) リスク管理の徹底 6(1) 

45(5) 

(2) 業務プロセスの最適化 35(2) 

(3) 広域連携の推進 4(2) 

柱４ 

持続可能な財政運営 

(1) 健全な財政運営の推進 5    

27(4) 

(2) 歳入の確保・強化 5    

(3) 財産の適正管理と有効活用 12(3) 

(4) 官民連携の推進 5(1) 

 

改革の柱４ 持続可能な財政運営 

 

※ 
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２ 大綱に掲げる３つの指標の結果 

 指 標 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

職員数※1 （R7.4.1 現在） 

1,336 人 

（R3.4.1 現在） （R4.4.1 現在） （R5.4.1 現在） （R６.4.1 現在） （R７.4.1 現在） 

1,354 人 1,352 人 1,361 人 1,376 人 １,３83 人 

 （定員適正化計画） （1,362 人） （1,346 人） （1,353 人） （1,348 人） （1,336 人） 

基金残高 
（各年度末）      

50 億円以上 50.1 億円 71.6 億円 69.6 億円 69.6 億円 60.7 億円 

財政健全化指標 （各年度末）      

 
実質公債費比率 18％以下 9.5％ 8.8％ 8.6％ 9.2％ 9.2％ 

将来負担比率 200％以下 126.0% 96.0% 96.3％ 91.1％ 99.7％ 

  ※市民病院・交通部を除く一般行政等の職員数 

 

 職員数は、新型コロナウイルス感染症等への対応、こどもファースト事業関連による新

規事業や既存事業の拡充への対応、次世代エネルギー導入推進室の新設、国民ス

ポーツ大会等に係る必要人員を確保した結果、推進期間最終年度における計画を47

人上回る1,383人となっております。 

 基金残高は60.7億円と、独自に定めた基準をクリアしました。 

 財政健全化指標については、実質公債費比率は9.2％、将来負担比率は99.7％とな

り、いずれも独自に定めた基準をクリアしました。  

 

 

３ 令和６年度における取組実績 

（１） 進捗状況 

 令和６年度の計画に対する取組の進捗状況は次のとおりです。 
 

改革４本柱 取組数 
進捗状況 

◎ ○ △ ▲ × 

柱１職員能力の向上と組織運営の強化 14 1 11 2 0 0 

柱２市民サービスの向上 24 1 23 0 0 0 

柱３業務の効率化・適正化 40 1 37 2 0 0 

柱４持続可能な財政運営 23 0 22 1 0 0 

計 101 3 93 5 0 0 

構成比 ― 3.0％ 92.1％ 4.9％ 0％ 0％ 

 

  

  

ポイント  

◎：計画を上回って進んだ ○：計画どおり進んだ 

△：一部の取組が遅れた ▲：全体的に取組が遅れた ×：未実施 
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（２） 取組の成果に対する自己評価 

 令和６年度の取組により得られた効果・成果等や、検討・準備作業の内容（質）

に対する自己評価は次のとおりです。 

改革４本柱 取組数 
自己評価 

Ａ Ｂ Ｃ 

柱１職員能力の向上と組織運営の強化 14 1 12 1 

柱２市民サービスの向上 24 5 19 0 

柱３業務の効率化・適正化 40 4 33 3 

柱４持続可能な財政運営 23 1 21 1 

計 101 11 85 5 

構成比 ― 10.9％ 84.2％ 4.9％ 

 

 

 

 

 

 

 

 取組全体の進捗状況は、計画どおり又は計画を上回って進んだ取組（◎、○）の割合

が95.1％、遅れがみられる取組（△、▲、×）の割合が4.9％となり、前年度の進捗状況

（◎、○の割合89.2％、△、▲、×の割合10.8％）から改善が見られました。 

 また、取組の成果に対する自己評価は、想定どおり又は想定以上の成果等が得られ

た取組（Ａ、Ｂ）の割合が95.1％、想定どおりの成果等が得られなかった又は実施でき

なかった取組（Ｃ、―）の割合が4.9％となり、前年度の自己評価（A、Bの割合90.2％、

Ｃ、―の割合9.8％）から改善が見られました。 

 

 

４ 推進期間全体における各取組の実績（令和２年度～令和６年度） 

（１） 取組数 

取組数 R2 R3 R4 R5 R6 

継続取組 109 111 106 102 101 

追加取組 4 3 3 0 0 

当該年度取組数 113 114 109 102 101 

完了 0 8 7 1 ― 

取りやめ 2 0 0 0 ― 

推進期間における総取組数：119 件 

  

Ａ：想定以上の実施効果・成果が得られた、又は、検討・準備が行われた 

Ｂ：おおむね想定どおりの実施効果・成果が得られた、又は、検討・準備が行われた 

Ｃ：想定どおりの実施効果・成果が得られなかった、又は、想定どおりに検討・準備作

業が進まず、実施できなかった（着手はしたが、検討結果が得られなかった等） 

－：評価対象外（未実施の場合） 

ポイント  
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（２） 進捗状況 

改革４本柱  取組数  
進捗状況  

◎ ○ △ ▲ × 

柱１職員能力の向上と組織運営の強化 15 0 14 1 0 0 

柱２市民サービスの向上 34 3 27 3 1 0 

柱３業務の効率化・適正化 46 3 41 2 0 0 

柱４持続可能な財政運営 24 0 23 1 0 0 

計 119 6 105 7 1 0 

構成比  ― 5.1％ 88.2％ 5.9％ 0.8％ 0％ 

 

 

 

（３） 取組の成果に対する自己評価 

改革４本柱 取組数  
自己評価 

Ａ Ｂ Ｃ 

柱１職員能力の向上と組織運営の強化 15 0 15 0 

柱２市民サービスの向上 34 5 25 4 

柱３業務の効率化・適正化 46 4 39 3 

柱４持続可能な財政運営 24 2 21 1 

計 119 11 100 8 

構成比 ― 9.3％ 84.0％ 6.7％ 

 

 

 

 

 

 取組全体の進捗状況は、計画どおり又は計画を上回って進んだ取組（◎、○）の割合

が93.3％、遅れがみられる取組（△、▲、×）の割合が6.7％となり、進捗状況に差はあ

るものの計画した取組みの９割以上を実行に移すことができました。 

 また、取組の成果に対する自己評価は、想定どおり又は想定以上の成果等が得られ

た取組（Ａ、Ｂ）の割合が93.3％、想定どおりの成果等が得られなかった（Ｃ）の割合が

6.7％となり、全体として概ね想定どおりの結果が得られたものと言えます。 

 

 

（４）総合的な評価 

 第７次大綱では、基本理念である「質の高い行政サービスの提供と持続可能な地

域社会の形成」を目指すため、これまで取り組んできた第４次の「量の改革」、第

５次の「質の改革」、第６次の「意識の改革」による行財政改革の基本姿勢を継続

しながら、第６次で改革した“意識“を「“行動“の改革」へと進化させることを

基本とし、組織的に行財政改革を推進してまいりました。 

 

◎：計画を上回って進んだ ○：計画どおり進んだ 

△：一部の取組が遅れた ▲：全体的に取組が遅れた ×：未実施 

Ａ：想定以上の実施効果・成果が得られた、又は、検討・準備が行われた 

Ｂ：おおむね想定どおりの実施効果・成果が得られた、又は、検討・準備が行われた 

Ｃ：想定どおりの実施効果・成果が得られなかった、又は、想定どおりに検討・準備

作業が進まず、実施できなかった（着手はしたが、検討結果が得られなかった等） 

ポイント  
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 推進期間中、新型コロナウイルス感染症による影響により、感染状況を考慮しな

がら、更なる感染拡大防止策を施した上での取組の実施や、他の手段による目的の

実現など各部署で工夫してプログラムに取り組むことで、概ね想定どおりの進捗・

成果を得られ、限られた行財政資源の有効活用を図りながら市民が活き活きと快適

に暮らすことのできる持続可能な地域社会の形成に寄与したものと考えられます。 

 これまで７次にわたる行財政改革の考え方を継承し、次期の第８次大綱において

は、効果的・効率的に行政サービスを提供する手法を常に追求する変革への挑戦と、

未来への責任を果たすために持続可能な財政基盤の確立へと取り組み、引き続き弛

みない行財政改革を推進します。 

 

 

５ 結果の公表 

  

市ホームページ及び市政情報コーナーで公表 



 
 

 

第２期八戸市デジタル推進計画（原案）について 

 

１．策定経過等について 

令和７年 

５月 27日 ● 第 1回 八戸市デジタル推進懇談会 

７月 １日 ○ 第１回 八戸市デジタル推進本部会議 

 18日 ◎ 市議会総務協議会 

10月 ６日 ○ 第２回 八戸市デジタル推進本部会議 

 21日 ◎ 市議会総務協議会 

 下旬 ● パブリックコメント（11月 21日まで） 

 

令和８年 

１月 中旬 ● 第２回 八戸市デジタル推進懇談会 

２月 ４日 ○ 第３回 八戸市デジタル推進本部会議 

 中旬 ◎ 市議会総務協議会 

 

 

２．第２期八戸市デジタル推進計画（原案） 

・別添のとおり 

 

 

 

 

総 務 協 議 会 資 料 

令和７年 1 0 月 2 1 日 
総 務 部 情 報 政 策 課 

 

デジタル推進計画
（素案） 

策定 

デジタル推進計画
（案） 

デジタル推進計画
（原案） 



第２期八戸市デジタル推進計画

（原案）

２０２５．１０



１．策定の趣旨

八戸市では、令和５（2023）年２月に「 （第１期）八戸市デジタル推進計画」を策定し、令和６（2024）年11月には「は

ちのへスマート窓口」を開始するなど、83の主な取組を通じて、市民が暮らしやすさを実感できるデジタル社会の形

成に向けて取り組んできました。

国においては、令和２（2020）年12月に策定され、令和７（2025）年３月に改定された「自治体デジタル・トランス

フォーメーション（DX）推進計画」や、同年６月に閣議決定された「デジタル社会の実現に向けた重点計画」において、

「デジタルの活用により、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会」を

目指すビジョンとして掲げています。その実現にあたっては、市区町村の果たす役割が極めて重要とされており、生成

AIの急速な進化やIoTの普及など、デジタル技術の進展が社会の変化を一層加速させている中、自治体DXの推進が

強く求められています。

こうした国の方針やデジタルによる社会環境の変化に加え、人口減少や少子高齢化の進行は、地域社会や行政運営

に大きな影響を与えています。そのため、自治体においては、限られた人材や資源を有効に活用しながら、新たな価値

を創出していくことが不可欠となっています。

当市では、第１期で積み重ねてきた確かな成果を基盤とし、それをさらに発展させるため、「第２期八戸市デジタル推

進計画」を策定します。本計画においては、市民サービスの向上や行政事務の効率化、地域社会のデジタル化を総合的

に推進し、「DXが切り拓く 八戸のミライ ～人・地域・産業が共に成長するまち～」の実現を図るとともに、デジタル推

進先進地として全国に発信するまちを目指します。



２．計画の位置付け

第２期八戸市デジタル推進計画は、国が示すデジタル社会の実現に向けた重点計画や地方創生2.0基本構想、自治

体デジタル・トランスフォーメーション（DX）推進計画のほか、デジタル行財政改革会議の内容を踏まえつつ、当市の最

上位計画である八戸市総合計画に即して策定する個別計画であり、第８次八戸市行財政改革大綱やはちのへ創生総

合戦略の推進を補完するものとして位置付けます。



３．推進体制

第１期に引き続き、第２期においても市長を本部長とした全ての部局長等で構成する「八戸市デジタル推進本部」を

設置し、当推進本部のもと、各課（室）長等で構成する「庁内連絡会議」を設置します。

さらに、必要に応じワーキンググループ（WG）を設置し、デジタル化に関する情報共有や具体的な取組の検討を行い

ます。

また、より実効性の高い取組とするため、

外部有識者等で構成される「八戸市デジタ

ル推進懇談会」を設置し、当懇談会におい

て、各事業の進捗状況の報告や意見聴取

を行います。



４．計画期間

計画期間は、令和８（2026）年度から令和10（2028）年度までの３年間とします。

５．進行管理

３つの基本目標ごとに定める重要業績評価指標（KPI）の達成度により、効果検証を行うとともに、社会情勢の変化

やデジタル技術の進展状況、国の指針等を考慮しながら、必要に応じて計画の見直しを行います。

令和10年度 令和11年度
(2023) (2024) (2025) (2026) (2027) (2028) (2029)

令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

はちのへ創生総合戦略

八戸市人材育成・確保基本方針

第８次行財政改革大綱

第７次八戸市総合計画

第2次まち・ひと・しごと創生総合戦略

第７次行財政改革大綱

デジタル推進計画 第2期デジタル推進計画

第８次八戸市総合計画（予定）



６．目指す姿

当市では、市民サービスのデジタル化と行政事務のデジタル化を拡充するとともに、地域社会のデジタル化を推進

し、誰もが便利で安心できるデジタル社会を実現するため、目指す姿を「DXが切り拓く 八戸のミライ ～人・地域・産

業が共に成長するまち～」と定め、取組を進めます。

７．基本目標

当計画では、目指す姿「DXが切り拓く 八戸のミライ ～人・地域・産業が共に成長するまち～」を実現するため、以下

の３つの目標を定め、その達成に向けて取組を推進します。

「より快適に、より便利に」

－ 市民サービスのデジタル化－

「働き方のリデザイン」

－ 行政事務のデジタル化－

「いきいきとしたデジタル社会へ」

－ 地域社会のデジタル化 －

基本目標１ すみよいデジタル

基本目標２ はたらくデジタル 基本目標３ うみだすデジタル



７．基本目標

基本目標２ はたらくデジタル

行政事務において、情報システムの標準化・共通化や情報資産の最適化、情報セキュリティ対策の徹底を図るとと

もに、庁内BPRやAIの活用を推進し、人口減少社会に対応できる効率化・高度化した業務体制の構築を目指します。

＜KPI> 成果指標 現在値（令和６年度） 目標値（令和10年度）

AIの利用件数※ 1,974件 5,000件

RPAの処理件数 1,393件 1,700件

IT関連研修受講者数（年間延べ） 708人 820人

市民サービスにおいて、行政手続のオンライン化や情報発信の充実・強化を図るとともに、通信インフラの整備や

デジタルリテラシーの向上とICT教育の推進、医療・健康・子育て・防災等の分野におけるデジタル化に取り組み、

より快適でより便利な市民生活の実現を目指します。

＜KPI>

基本目標１ すみよいデジタル

成果指標 現在値（令和６年度） 目標値（令和10年度）

八戸市公式LINEフォロワー数 14,567人 20,000人

はちのへスマート窓口導入割合（件数ベース） 39.3% 60%

はちのへスマート窓口利用満足度 91.8% 90%以上

※ AI議事録作成システム・スマートAIボードの貸出件数、AI-OCR処理件数、ほか新規導入AIツール利用件数の総計



７．基本目標

基本目標３ うみだすデジタル

地域社会において、産学官金民の連携により、デジタル技術を活かしたまちづくりの推進やデジタル化による地

域経済の活性化を図り、いきいきとしたデジタル社会の実現を目指します。

＜KPI> 成果指標 現在値（令和６年度） 目標値（令和10年度）

地域DX人材育成事業参加者数（年間延べ） 130人 160人

コーディネーター派遣（IT関連）件数 17件 34件



８．目標達成に向けて展開する施策と主な取組

施策１ 「はちのへスマート窓口」の推進

デジタル完結・自動化原則の考え方に基づき、各種行政手続きのオンライン化を進め、多様化する市民ニーズに応じた、だれ

もが利用しやすい行政サービスを提供します。

施策２ 情報発信の充実・強化

受け手のニーズに即した情報を素早く得られる環境づくりや、多様な媒体を活かした分かりやすい情報の発信に取り組み、

市民生活における利便性の向上を図ります。

施策３ 通信インフラ整備の推進

公共施設へのWi-Fiの整備など、いつでもどこでも高速通信を利用できる環境の整備に取り組むとともに、５Gの活用方法

について調査・検討を進めます。

基本目標１ すみよいデジタル

主な取組

１.「はちのへスマート窓口」の拡充

２.「はちのへスマート窓口」事業者向けオンライン申請の拡充

３.キャッシュレス決済の拡充・利用促進

４.税証明（市・県民税課税（所得）証明）のコンビニ交付

５.マイナポータル（ぴったりサービス）を活用した行政手続の拡充

６.マイナンバーカードの取得率向上に向けた各種広報による周知

主な取組
7.八戸市公式LINEアカウントの活用促進

8.情報発信力の強化とAIガイド活用
9.八戸市ごみ収集アプリの展開

主な取組 10.通信インフラ整備の推進・拡充



８．目標達成に向けて展開する施策と主な取組

施策４ デジタルリテラシーの向上とICT教育の推進

デジタル化の進展により生じる情報格差の是正を図り、市民一人ひとりがデジタル化の恩恵を受けられる環境づくりを進め

るとともに、プログラミング教育を含む情報活用能力の育成を目指したICT教育を推進し、未来のデジタル人材を育成します。

基本目標１ すみよいデジタル

施策５ 市民生活のデジタル化の推進

病気を未然に防ぐことに着目したデジタルサービスや、スマートフォンひとつで手軽かつ効果的に子育て情報を取得できる

アプリなど、医療・健康・子育て・防災等の分野におけるデジタル化を進め、市民の生活の質（QOL）の向上を図ります。

主な取組

11.誰ひとり取り残さないデジタル支援

12.電子図書館の活用促進

13.保護者連絡アプリの活用促進

14.学校施設開放予約システム・スマートキーボックスの導入

15.発掘調査報告書の電子化

16.収蔵品等のデジタル管理・活用の推進

主な取組

17.医療・介護連携情報共有ツールの活用促進

18.デジタルを活用した健康増進
19.デジタルを活用した妊産婦サポート推進
20.「子育てアプリ はちも」の活用促進

21.デジタルアクティビティ施設の活用促進

22.保育所等における業務のICT化の推進

23.介護事業所等における業務のICT化の推進

24.学校納入金等業務のICT化の推進

25.オンライン児童家庭相談体制の整備

26.予防接種事務のデジタル化への対応

27.就学援助等業務のICT化の推進

28.防災DXの推進

29.（新規） 除雪車用GPSシステムの導入

30.（新規） 重度障がい者向けタクシーチケットの電子化



８．目標達成に向けて展開する施策と主な取組

施策１ 庁内BPRの推進

デジタル技術やデータの活用により業務の効率化・高度化を図るとともに、テレワークの推進など、デジタル化の進展を契機

とした業務の見直しや職員の意識改革を図ります。

基本目標２ はたらくデジタル

施策２ AI・RPAの活用促進

AIやRPAの活用により、業務の効率化や生産性の向上を実現し、職員の負担軽減とともに質の高い行政サービスの提供を

図ります。

主な取組

31.窓口業務改革の推進

32.データを活用したEBPMの推進

33.DX人材育成事業の実施

34.デジタルリテラシー向上に係る職員研修の開催や外部研修
の受講勧奨

35.IT資格の取得に係る費用の助成

36.テレワークの推進

37.チャットツールの拡充

38.電子決裁システムの導入の検討

39.web会議の活用促進

40.ペーパーレス化の推進

41.包括的民間委託の促進

42.庁内ネットワーク接続による公民館業務のICT化

43.議会グループウェアアプリの導入

主な取組
44.生成AIの活用による業務効率化

45.AI議事録作成システムの活用促進

46.（新規） AIプラットフォームによる職員ナレッジ共有

47.AI-OCRやRPAの導入による定型業務の自動処理



８．目標達成に向けて展開する施策と主な取組

施策３ 情報システムの標準化・共通化の推進

国が主導的に進めるデジタル・ガバメントの構築と歩調を合わせ、基幹系情報システムの標準化を進めるとともに、業務プロ

セスの見直しに取り組み、維持管理や制度改正等に伴う作業及び費用を縮減し、システム運用に係る費用の削減を図ります。

基本目標２ はたらくデジタル

施策４ 情報資産の最適化と情報セキュリティ対策の徹底

情報システムの最適化を図るとともに、八戸市行政情報セキュリティポリシーの見直しや、職員研修を通じたセキュリティリ

テラシーの向上を図ります。

主な取組
48.20業務に関する標準準拠システムへの着実な移行

49.標準仕様の新システムに対応した業務プロセスの見直し

50.IT関連経費審査の実施

主な取組
51.サーバー仮想化基盤の活用促進

52.情報セキュリティの確保・強化

53.ICT‐BCP(情報システムの業務継続計画)の策定

54.資料のデジタル化とデータベース化



８．目標達成に向けて展開する施策と主な取組

施策１ デジタル技術を活かしたまちづくりの推進

人流データ等を活用した都市整備や公共交通のシミュレーション、デジタル技術を活用した観光振興、市内主要施設のキャッ

シュレス化に取り組み、まちの魅力を高め、活力の創出を図ります。

基本目標３ うみだすデジタル

施策２ デジタル化による地域経済の活性化

デジタル関連企業の創業支援や企業誘致に取り組むとともに、オープンデータの活用や民間事業者によるデジタル技術の導

入を促進し、地域における経済活動の活性化を図ります。

主な取組

55.（新規） デジタル技術を活用した持続可能な町内会の推進

56.中心商店街情報発信アプリの活用

57.AIカメラにより取得した歩行者通行量データの有効活用

58.各種アプリ・システムの連携によるデータ連携基盤の構築
の検討

59.デジタルチケットによるMaaSの推進

60.デジタル技術を活用した観光情報の発信及び観光プロモーション
の充実

61.文化芸術施設におけるデジタルコンテンツ活用事業の実施

62.連携中枢都市圏の枠組みを活用したICT事業の効率的展開

63.（新規） デジタルによるインバウンド受入環境の整備

主な取組

64.企業のDX推進の補助・支援

65.産学官の連携によるデジタル人材の育成・確保

66.IT産業集積促進事業の実施

67.はちのへ創業・事業承継サポートセンターの運営

68.地元IT企業や高等教育機関と連携したフォーラム・
ワークショップの開催

69.デジタルを活用した関係人口・交流人口の拡大

70.オープンデータの推進

71.産学官の連携によるオープンデータの活用促進

72.スマート農業の推進

73.つくり育てる漁業の推進

74.公共工事における情報共有システムの拡充

－.「はちのへスマート窓口」事業者向けオンライン申請の拡充 ※２再掲
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(1) 国民生活におけるデジタル化の現状

（参考） 1．デジタル化の現状

[図１] 主な情報通信機器の保有状況（世帯）

（注）当該比率は、各年の世帯全体における各情報通信機器の保有割合を示す。
「モバイル端末全体」の令和２年以前はPHSを含む。

モバイル端末全体
（携帯電話及びスマートフォン）

スマートフォン

パソコン

固定電話

タブレット型端末

テレビ

スマートフォンを保有している世帯の割合は、

平成２９(2017)年にパソコン、固定電話を保

有している世帯を上回り、その後も堅調に伸び

て、令和４(2022)年には９割を超えています。

一方、世帯におけるテレビや固定電話の保有

割合は減少が続いており、テレビはスマートフォ

ンとほぼ同じ保有割合となりました。

パソコンやタブレット型端末の保有割合は、近

年は大きな変動は見られず、おおむね横ばいと

なっています。

総務省「令和６年通信利用動向調査」より作成



（参考） 1．デジタル化の現状

インターネット利用者の割合は、令和６(2024)年には全体で

85.6％であり、13～69歳の各年齢階層で９割を超えています。

インターネットの利用目的・用途をみると、「SNS（無料通話機

能を含む）の利用」の割合が81.9％と最も高く、次いで「検索

サービスの利用」（79.4％）、「電子メールの送受信」（78.6％）

となっています。

総務省「令和６年通信利用動向調査」より作成 総務省「令和６年通信利用動向調査」より作成

[図2] インターネット利用状況

[図3] インターネットの利用目的、用途
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業務目的でのオンライン会議システムの利用

eラーニング（オンライン授業・学校の補講や

演習の課題実施、語学レッスンなど）

その他

オンライン診療の利用
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クラウドサービスの利用企業は増加傾向が続いており、８割を超えています。

利用用途について、「ファイル保管・データ共有」、「社内情報共有・ポータル」、

「電子メール」、「給与、財務会計、人事」、「スケジュール共有」は前年から増加

し、５割を超えています。

利用の効果があったと回答した企業は88.2％となっています。

（参考） 1．デジタル化の現状

総務省「令和６年通信利用動向調査」より作成

[図5] クラウドサービス利用の用途

総務省「令和６年通信利用動向調査」より作成

(２) 企業活動におけるデジタル化の現状
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[図6] クラウドサービス利用の効果
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[図4] クラウドサービスの利用状況



電子行政サービス（電子申請、電子申告、電子届出）の利用状況につい

て、利用経験のある人は約41％にとどまっており、前年（約41%）と同

様に依然低くなっています。

利用しない理由としては、 「使いたいサービスがない」 、「セキュリティ

への不安」、「サービスを利用するまでの方法あるいは機器やアプリケー

ションの操作方法がわからない」との回答が上位を占めています。

（参考） 1．デジタル化の現状

総務省「令和７年情報通信白書」より作成

[図８] 公的なデジタルサービスが利用できない背景

[図７] 電子行政サービスの利用状況（年代別）

(3) 公的分野におけるデジタル化の現状
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総務省「令和７年情報通信白書」より作成



(４) マイナンバーカードの現状

（参考） 1．デジタル化の現状

[図10] マイナンバーカードの保有状況（都道府県別）

マイナンバーカードの保有率は地域間で大きな開きがあるなか、青森県(81.2%)や八戸市(80.0%)は全国平均

(79.4%)を上回っています。

総務省HP「マイナンバーカード交付状況について」より作成

※ 保有率：人口に対する保有枚数の割合

※ 保有枚数：現に保有されているカードの枚数

（交付枚数から死亡や有効期限切れなどにより廃止されたカードの枚数を除いたもの）
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（参考） 2．これまでの取組

情報化に関する計画 目標等と主な施策

ｅ－八戸推進計画
（平成18（2006）年度

平成22（2010）年度）

計画の目的

・住民サービスの向上

・行政事務の効率化

・地域IT産業の育成と振興

・申請書類ダウンロードサービスの拡充

・市民IT講習の実施

・ホームページ管理にコンテンツ・マネジメント・システム

（CMS）を導入

・小中学校の校内LAN及び学習用パソコンの整備

・教員用パソコンの導入

・中小企業IT化の支援

・ IT企業の誘致

・ ITベンチャー企業育成に向けた支援

・電子入札システムや自動証明書交付機等の導入検討

平成23（2011）年度

令和４（2024）年度
の取組

・コンビニエンスストアでの証明書自動交付システムの導入

・市税のコンビニエンスストアでの納付開始

・公共施設利用予約システムの導入

・公共施設へのWi-Fi整備

・SNS等を活用した情報発信

・電子申請システムの導入

・電子入札システムの導入

・統合型地理情報システム（GIS）の導入

・戸籍システムの導入

情報化に関する計画 目標等と主な施策

平成23（2011）年度

令和４（2024）年度
の取組

・種差地区及び南郷地区への光ファイバー網の整備

・オープンデータを活用した八戸市ごみ収集アプリ（民間事

業者による自主開発・提供）

・デジタルサイネージの導入等による窓口環境の改善

・RPA・AI等のICTの活用による業務効率化

・ペーパーレス会議の導入促進及びタブレット端末の活用

デジタル推進計画
（令和５（2021）年度

令和７（2025）年度）

基本目標

・すみよいデジタル「より快適に、より便利に」

・はたらくデジタル「働き方のリデザイン」

・うみだすデジタル「いきいきとしたデジタル社会へ」

・公式LINEアプリ運用開始

・窓口・公共施設へのキャッシュレス決済の導入

・ 「まちなかWi-Fi」の設置

・病児保育ネット予約サービスの導入

・健康はちのへ21ポイントアプリの運用開始

・ 「子育てアプリ はちも」の運用開始

・AI議事録作成システムの導入

・端末仮想化の導入

・中心商店街情報発信アプリの運用開始

・まちなかAIカメラの設置

・Hachinohe X-Tech Innovation事業の実施

・はちのへITフォーラムの開催

・はちのへスマート窓口の開始

～

～

～

～



 
 
 
 

教職員による児童生徒の撮影及び画像・映像データ等の取扱いについて 
八戸市教育委員会 

１ 学校所有の端末による撮影について                            

（１）学校所有の端末による児童生徒の撮影は認めるが、撮影時には、学校所有の外部記録
媒体（デジタルカメラ・ＳＤカード等）を使用し、教職員個人の外部記録媒体は使用
しないこと。 

（２）保護者に、写真・動画の撮影、画像・映像データ等の使用について、事前に同意を得
ること。（※従来のように、年度始めの時期にまとめて同意を得ることとしてよい
が、状況によっては個別の同意を得るなど、細心の注意を払うこと。） 

（３）校務以外の目的での撮影は行わないこととし、撮影時には必要に応じて児童生徒に声
掛けをする等、配慮し行うこと。 

 

２ 教職員個人のスマートフォン等の私的な端末による撮影と取扱いについて 

（１）教職員個人のスマートフォン等の私的な端末による児童生徒の撮影は禁止する。 

   ※児童生徒の生命・身体に係る事故があった際等、医師からの事前指示で緊急に撮影の必要がある

場合（てんかん等の発作等）及び管理職が許可する場合に限り、教職員の私的な端末、記録媒

体を用いて撮影できることとする。 

（２）教職員個人のスマートフォン等の学校への持ち込みはかまわない。ただし、校務等で
使用する場合には、教育情報セキュリティ管理者（校長）の許可する範囲内での使用
を認める。（※「教育情報セキュリティ実施手順（教職員編）４．人的セキュリティ 
4.1(2)③」） 

 

３ 画像・映像データ等の管理について 

（１）画像・映像データ等は、職員が共通でアクセスできるＨＥＮＳパソコン・共有フォル
ダに保存し、保存後は、外部記録媒体（デジタルカメラ・ＳＤカード等）のデータを
速やかに削除すること。 

（２）画像・映像データ等は、管理職の許可なく外部に持ち出さないこと。 

（３）利用することが見込まれない共有フォルダの画像・映像データ等は、速やかに削除す
ること。 

 

４ 適切な運用の確認について 

（１）校長は、児童生徒の撮影や画像・映像データ等の使用及び管理について、教職員への
周知徹底を図ること。 

（２）校長は、教頭及び校長から指示を受けた教職員と連携し、複数人で画像・映像データ
等が適切に管理されているかの確認を行うこと。（学期１回を目処） 

総 務 協 議 会 資 料 

令和 7 年 10 月 21 日 

教育委員会 学校教育課 


